
工 期

工 事 場 所

随意契約理由

水道本管バルブの不具合があり、止水工でも安価なエアーバック式止水工法を
採用した。市内水道業者にてエアーバック式止水工法講習会を受講しているの
は選定業者のみであり、また、釜石市内にて実績もあることから、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第2号の規定により、エステックと
随意契約をするのものである。

至

施工延長　L=2.0m
   水路設置工　1200×800　L=2.0ｍ

　 配水管撤去工　CIPφ100　L=2.5ｍ
   給水管切替工　2箇所

令 和 3 日年 3 月 31

月 22令 和自 3 2 日

4,180,000 円

年

契 約 金 額

工 事 名

エステック　 代表　小笠原　聖一

契約の相手方

住　所

大只越地区配水管布設替工事

時

岩手県釜石市上中島町4丁目7番14号　

分令 和 3 年 2 9

見　積　結　果　報　告　書

釜石市大只越町1丁目２番2号先

見積日時・場所

氏　名

第４庁舎第
７会議室
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3,820,000予定価格（税抜）

決定価格（税抜）

20

円

3,800,000 円
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3,800,000
決
定

1 エステック ○

業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


